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職員の給与等に関する報告及び勧告について 

 

 

 熊本市人事委員会は、地方公務員法第８条、第１４条及び第２６条の規定に

基づき、職員の給与等について、別紙第１のとおり報告し、併せて別紙第２の

とおり勧告します。 

 この勧告に対し、その実現のため、速やかに所要の措置をとられるよう要望

します。 
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別紙第１ 

報     告 

 

 本委員会は、地方公務員法の規定に基づき、職員の給与等に関する報告及び勧告

を行うため、本市職員（業務職員及び企業職員を除く。以下同じ。）の給与等、民

間事業所の従業員の給与等、生計費、人事院勧告その他職員の給与等を決定する諸

条件について調査研究を行っています。 

 例年、本市職員の給与と民間事業所の従業員の給与を比較するための資料を得る

ことを目的に、調査員が事業所を直接訪問し、月例給と特別給（ボーナス）等を一

括して調査を行う職種別民間給与実態調査を実施しています。 

しかしながら、本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、

まずは、先行して特別給等の調査を6月29日から7月31日まで訪問によらない方法で

実施しました。 

その結果の概要は、次のとおりです。  

 なお、月例給の調査については、8月17日から9月30日まで感染防止対策を徹底し

た上で訪問調査を実施しており、その結果については、公民給与の較差をはじめそ

の他報告事項等と合わせ、改めて報告及び勧告等を行う予定としています。 

 

１ 職員数、給与等 

 

  本委員会は、本市職員の給与実態を把握するため、本年4月現在で職員給与実

態調査を実施しました。 

  この調査の結果のうち、民間との給与比較対象となる一般行政職の職員数等及

び平均給与月額は、次のとおりです。 

 

（１）職員数、平均年齢、職員構成等 

職員数 

(人) 

平均 

年齢 

(歳.月) 

平均 

経験 

年数 

(年.月) 

性別構成 学 歴 別 構 成 

男性 

(％) 

女性 

(％) 

大学卒 

(％) 

短大卒 

(％) 

高校卒 

(％) 

中学卒 

(％) 

2,997 41.9 19.6 69.0 31.0 66.3 6.0 27.6 0.1 
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（２）平均給与月額                      （単位：円） 

給  料 扶養手当 住居手当 管理職手当 その他の手当 計 

323,410 10,249 8,008 8,598 574 350,839 

・ 平均給与月額は、通勤手当、時間外勤務手当等を除いた給与です。 

・ その他の手当は、地域手当、単身赴任手当（基礎額）及び特地勤務手当です。 

 

２ 民間の給与 

 

  本委員会は、本市職員の給与と民間事業所の従業員の給与との比較を行うため、

企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の市内民間事業所のうちから、

層化無作為抽出法によって抽出した110事業所について、人事院及び熊本県人事

委員会等と共同で「令和2年職種別民間給与実態調査」を実施しました。 

そのうち、6月29日から7月31日まで訪問によらない方法で先行して実施した調

査内容は、昨年8月から本年7月までの特別給の支給実績及び民間企業における給

与改定の状況等です。 

その結果の概要は、次のとおりです。 

 

（１）民間における給与改定の状況 

   本年は、ベースアップを実施した事業所の割合は、係員は14.0％（昨年

19.0％）、課長級は12.8％（昨年14.2％）となっています。 

   一方、ベースダウンを実施した事業所の割合は、係員は3.9％（昨年0.0％）、

課長級は2.5％（昨年0.0％）となっています。 

   また、ベースアップを中止した事業所の割合は、係員は14.4％（昨年19.1％）、

課長級は15.8％（昨年20.2％）となっています。 

   （単位：％） 

項目 

役職段階 

ベースアップ 

実施 

ベースアップ 

中止 
ベースダウン 

ベースアップ 

の慣行なし 

係 員 14.0 14.4 3.9 67.7 

課長級 12.8 15.8 2.5 68.9 
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・ ベースアップ慣行の有無が不明及びベースアップの実施が未定の事業所を除いて集計

したものです。 

 

（２）民間における定期昇給の実施状況 

   本年は、定期昇給を実施した事業所の割合は、係員は75.5％（昨年95.6％）、

課長級は66.5％（昨年88.7％）となっています。 

   定期昇給を実施した事業所においては、昇給額を昨年より増額した事業所の

割合は、係員は14.2％（昨年4.9％）、課長級は13.2％（昨年5.4％）となって

います。 

   一方、昇給額を昨年より減額した事業所の割合は、係員は3.5％（昨年7.7％）、

課長級は3.4％（昨年8.4％）となっています。 

   また、変化なしとした事業所の割合は、係員は57.8％（昨年83.0％）、課長

級は49.9％（昨年74.9％）となっています。 

（単位：％） 

項目 

 

 

役職 

段階 

 

定期昇給 

制度あり 

 

 

定期昇給

制度なし 

定期昇給

実  施 

 

定期昇給

中  止 増 額 減 額 変化なし 

係 員 79.3 75.5 14.2 3.5 57.8 3.8 20.7 

課長級 70.4 66.5 13.2 3.4 49.9 3.9 29.6 

・ 定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベースアップと定期昇給を分離す

ることができない事業所を除いて集計したものです。 

 

３ 職員給与と民間給与との比較 

 

（１）特別給 

   民間事業所において、昨年8月から本年7月までの1年間に支払われた賞与等

の特別給は、次のとおり、所定内給与月額の4.45月分に相当しており、職員の 

期末手当及び勤勉手当の年間支給月数（4.50月分）が民間事業所の特別給の支

給割合を0.05月分上回っていました。 
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項       目 金 額 等 

平均所定内給与月額 
下 半 期 （Ａ１） 313,508円 

上 半 期 （Ａ２） 311,590円 

特 別 給 の 支 給 額 
下 半 期 （Ｂ１） 696,597円 

上 半 期 （Ｂ２） 696,425円 

特別給の支給割合 

下 半 期（Ｂ１／Ａ１） 2.22月分 

上 半 期（Ｂ２／Ａ２） 2.23月分 

年  間  計 4.45月分 

・ 下半期は令和元年（2019年）8月～令和2年（2020年）1月、上半期は令和2年（2020年）

2月～同年7月です。 

 

（参考）人事院 民間の特別給の支給割合 年間計 4.46月分 

 

（参考）民間における冬季賞与の考課査定分の配分状況    （単位：％） 

係   員 課 長 級 部長級（非役員） 

一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 

54.1 45.9 51.8 48.2 50.8 49.2 

 

（２）月例給 

   本委員会は、職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、

職員にあっては一般行政職の職員、民間にあってはこれに相当する職種の職務

に従事する者について、職務と責任の度合い、学歴、年齢等の条件が同等と認

められる者の4月分の給与を比較し、その較差を算出しています。 

   本年の公民給与の較差については、8月17日から9月30日までの期間に実施し

た職種別民間給与実態調査の結果に基づき公民較差を算出し、改めて報告しま

す。 
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４ 本年の給与の改定 

 

  本委員会は、本市職員の給与について、従来から、地方公務員法に定められて

いる情勢適応の原則及び均衡の原則に則り、給与制度面（給料表の構造、手当の

種類・内容等）に関しては、公務としての類似性等から国の給与制度を基本とし、

給与水準面に関しては、本市職員の給与水準を市内民間事業所従業員の給与水準

と均衡させる民間準拠に重点を置きながら、本市職員給与等の実態並びに国及び

他の地方公共団体との給与比較などを総合的に勘案して、給与勧告を行っていま

す。 

本年もこのような考え方に基づき、本市職員の給与等について、次のとおり対

応する必要があると判断しました。 

 

（１）特別給（期末手当及び勤勉手当） 

   前記３（１）の市内民間事業所における特別給の支給状況、国の特別給の改

定状況等を考慮して、次のとおり改定を行う必要があります。 

ア イ及び再任用職員以外の職員 

(ｱ) 現行の特別給の年間支給月数4.50月分については、期末手当を0.05月分

引き下げ、4.45月分とすること。 

(ｲ) 本年度については、12月期の期末手当を0.05月分引き下げ、令和3年度

（2021年度）以降については、6月期及び12月期の期末手当の支給月数が

均等になるよう配分すること。 

イ 特定任期付職員 

(ｱ) 現行の期末手当の年間支給月数3.40月分については、0.05月分引き下げ、

3.35月分とすること。 

(ｲ) 本年度については、12月期の期末手当を0.05月分引き下げ、令和3年度

（2021年度）以降については、6月期及び12月期の期末手当の支給月数が

均等になるよう配分すること。 

 

（２）給料表等 

   前記３（２）の方法により算出した公民較差に基づき、改めて必要な報告及

び勧告を行います。 
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５ 人事院勧告等の概要 

 

  人事院は、本年10月7日、国会及び内閣に対して、国家公務員の給与に関する

勧告等を行いました。その概要は、別記（Ｐ7～Ｐ8）のとおりです。 

 

６ 給与勧告実施の要請 

 

  人事委員会の給与勧告制度は、地方公務員が労働基本権の制約を受けているこ

との代償措置として設けられている制度であって、情勢適応の原則に基づき、民

間準拠による本市の職員の適正な給与水準を確保しようとするものであり、市民

の理解を得られる給与水準を保障するとともに、労使関係の安定、公務の公正か

つ能率的な運営に重要な意義を有しています。 

  市議会及び市長におかれては、給与勧告制度の意義や役割の重要性について深

くご理解をいただき、本委員会が述べた職員の給与等に関する報告及び勧告に基

づき、適切に対処されるよう要請します。 

 






